
草加市告示第３４２号

　　　令和８年（２０２６年）５月１１日

草加市長　瀨　戸　百合子　　　

１　対象案件

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 仕様書等

２　見積合わせに参加する者に必要な要件

①「電気機器類」
②「賃貸（リース、レンタル）」
③「その他の業務委託」

要件無し

単体

要件無し

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

携帯電話端末による通信役務の提供

平成２８年４月以降（履行済みであること）

１件以上

要件無し

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積締切日までの期間に草加市の指名停止等の処
置を受けていない者

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開
始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていな
い者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされ
ており、かつ、公告日において本市の再審査を受け、競争入札
参加資格を有す者は対象とする。

その他

－

－

－

事業所
権限を有する事業所の
種別と所在地

元請けとしての
契約実績等

発注者

契約内容

契約時期

契約件数

１件当たりの当初契約
金額（税込み）

履行期間

令和８年（２０２６年）６月１日から令和１１年（２０２９年）５月３１日まで
（３６か月）
ただし、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削
除があった場合、当該契約は解除する。

草加市ホームページ→「事業者・仕事」→「入札・契約」→「見積合わせ（随意契
約）情報」→「教育委員会が行う見積合わせ（随意契約）に参加する事業者を募集
します」からダウンロードすること。

現在有効な草加市入札参加資格者名簿（物品等）に登録されている者で、公告日の前日において、次の要
件全てを満たしていること。

登録業種等

業種分類
（①又は②又は③）

実績高

参加形態

履行場所 草加市高砂一丁目１番１号

　　　公募型見積合わせ公告

　公募型見積合わせを行うので、公告する。

件　名 携帯電話端末による通信役務の提供（氷川小学校ほか５校）



３　日程と提出書類

令和８年（２０２６年）５月１５日（金）　午後１時００分

様式は自由とする。（代表者印を押印したもの）

草加市ホームページに回答を掲載する。

令和８年（２０２６年）５月１８日（月）　午後５時００分

４　受注者の決定方法

５　契約保証金 　免除

６　前払金 　　無

７　仕様書内容・公募型見積合わせに関する問合せ

　Tel：０４８－９２２－２６１９（直通）　FAX：０４８－９２８－１１７８

　E-mail：somukikakuka@city.soka.saitama.jp（質問書の提出先）

　草加市教育委員会　教育総務部総務企画課　財務係

見積書の提出について

提出期限

提出場所 草加市役所本庁舎７階　総務企画課

提出方法
持参又は郵送
※郵送の場合は書留等、上記提出先への到着日時の記録が残る方法により送付する
こと。

提出書類
・見積書（自由様式：代表者印を押印したもの）
・上記「２」の「元請けとしての契約実績等」で必要としている実績等を証明する
契約書の写し又は発注者が発行する証明書等（必要な場合のみ）

見積結果等の連絡について

受注者のみに連絡する。
なお、見積結果は後日草加市ホームページで公表する。

　最も安価な見積書提出者のみ「見積書を提出するために必要な条件」を審査し、全てを満たしている場
合は、受注者と決定する。資格が認められない場合は失格とし、次順位の者の審査を行う。この審査は、
受注者が決定するまで行う。
　なお、証明書類等の提出がない場合の見積書は無効とする。

回答方法

仕様書に対する質問について

提出期限

提出方法
持参又は電子ファイルを電子メールに添付し送信すること。
※電子メールにより、提出する場合には、送信後、電話連絡により総務企画課に知
らせること。

提出書類



仕様書 

 

１ 件  名  携帯電話端末による通信役務の提供（氷川小学校ほか５校） 

 

２ 契約期間  令和８年（２０２６年）６月１日から 

        令和１１年（２０２９年）５月３１日まで 

 

３ 納入台数  スマートフォン１３台 

        （氷川小学校１台、八幡北小学校１台、松原小学校１台、  

         花栗中学校４台、新田中学校３台、松江中学校３台）  

 

４ 納入場所  草加市教育委員会 教育総務部 総務企画課 

 

５ 納入期限  契約締結日から令和８年（２０２６年）５月２９日まで 

 

６ 支払方法  業務完了払（月払） 

 

７ 規 格 等 

・仕様等の詳細については別紙のとおりとする。なお、別紙は、希望物品の

必要最低限の規格等を記載したものであり、納入は同等品以上とする。  

 

８ そ の 他 

 ⑴ 本契約の履行に当たっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱を十分 

  理解し業務を行うこと。 

⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び別記個人情

報取扱特記事項並びに草加市情報セキュリティ対策基準を遵守すること。ま

た、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

⑶ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

⑷ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第

１６号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成

８年告示第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要

求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合

は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講



じること。 

⑸ 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人 

 権に配慮することができるよう努めること。 

⑹ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

９ 問合せ先 

  草加市役所 教育委員会 総務企画課 財務係 田中 

  電話０４８（９２２）２６１９（直通） 

  



別紙 

 １、スマートフォン 

サイズ（幅×高さ×厚さ）  約７２×１５７×１０．９ｍｍ以下 

ディスプレイ 約５．８インチ以上 

内蔵メモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ）  ６４ＧＢ／４ＧＢ 以上  

データ通信量 
自社で一般に提供する通常速度において使用でき

るデータ通信量が１台・１月当たり５ＧＢ以上  

カラー  発注者と協議の上、決定すること 

機能等  

・生活防水以上の防水性能を備えるもの 

・メール機能を備えていること  

・Ａｎｄｒｏｉｄ  ＯＳを搭載した携帯端末である

こと  

その他  

・付属品 ＡＣアダプター付き  

・費用は通信費のみとし、端末代金等別途費用が

かかる場合は通信費に計上した上で定額制とする  

・契約事務手数料含む 

・破損、紛失時の補償を含む  

  



 

別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

（基本事項） 

第１条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を

受けた者（以下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当

たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権

利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（秘密保持） 

第２条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後に

おいても、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し

必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

（作業場所の特定） 

第３条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認

した場所以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は、

書面でなければならない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀

損、滅失その他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の

厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

⑴ 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認し

た場所から個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」

という。）を持ち出してはならない。 

⑵ 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、

個人情報の内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載し

た書面を発注者と取り交わさなければならない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならな



い。 

（委託目的以外の使用等の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供し

てはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第８条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又

は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指

示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第９条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による

事務に係る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で

確実に処分しなければならない。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１０条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認め

たときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 （個人情報の取扱い状況に係る検査） 

第１１条 受注者は、年間１回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書

を、第３条の規定により承認を受けた場所、第４条の規定により個人情報を保

管している場所、個人情報の管理に関する責任者及び業務従事者の管理体制及

び実施体制その他の個人情報の管理の状況がわかる資料とともに発注者に提出

することとする。発注者はその内容を精査し、必要があると認められるとき

は、受注者に対し、立入検査又は立入検査に相当する調査措置を講ずることが

できる。 

（その他） 

第１２条 受注者は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 


